
 

 

 

令和４年２月 

 

飯田市議会第１回定例会議案 



        （２月24日提出分） 

報告第４号 専決処分の報告について（損害賠償の額を定めることについて）

議案第２号 監査委員の選任について

議案第３号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

議案第４号 飯田市東野財産区管理委員の選任について

議案第５号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第６号 資金積立基金条例の一部を改正する条例の制定について

議案第７号 飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例の一部を改正する
条例の制定について

議案第８号 飯田市市民協働サロン条例の一部を改正する条例の制定について

議案第９号 飯田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

議案第10号 飯田市営住宅等条例の一部を改正する条例の制定について

議案第11号 飯田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について

議案第12号 飯田市恒川史跡公園条例の制定について

議案第13号 飯田市美術博物館条例の一部を改正する条例の制定について

議案第14号 飯田市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について

議案第15号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について

議案第16号 損害賠償の額を定めることについて

議案第17号 公の施設の指定管理者の指定について（飯田市保健休養施設）

議案第18号 市道路線の認定について

議案第19号 損害賠償の額を定めることについて

令和４年飯田市議会第１回定例会議案目次



議案第20号 令和３年度飯田市一般会計補正予算（第13号）案

議案第21号 令和３年度飯田市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案
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議案第31号 令和４年度飯田市墓地事業特別会計予算（案）

議案第32号 令和４年度飯田市介護老人保健施設事業特別会計予算（案）

議案第33号 令和４年度飯田市ケーブルテレビ放送事業特別会計予算（案）

議案第34号 令和４年度飯田市病院事業会計予算（案）

議案第35号 令和４年度飯田市水道事業会計予算（案）

議案第36号 令和４年度飯田市下水道事業会計予算（案）

議案第37号 令和４年度飯田市各財産区会計予算（案）



報告第４号1 

報告第４号 

 

   専決処分の報告について 
 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されてい

る下記事項について専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

  令和４年２月24日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

   損害賠償の額を定めることについて 

 

次の表のとおり道路管理の瑕疵
か し

による損害を賠償する。 

専決番号 専決の日 相手方 事故の概要 損害賠償額 

専決第２号 令和４年１

月28日 

飯田市内在住

者 

令和３年10月20日午後７時15分頃、

飯田市上村程野山中の市道１－上村１

号線において、走行していた相手方の

軽乗用自動車が、当該市道中央にあっ

た落石に乗り上げ、当該車両の下部を

破損する損害を与えた。 

194,500円 

専決第３号 令和４年１

月28日 

飯田市内在住

者 

令和３年11月18日午後７時頃、飯田

市上郷別府738番３付近の市道上郷181

号線において、走行していた相手方の

普通乗用自動車が、当該市道上にでき

た段差に接触し、当該車両の左側の前

輪及び後輪のホイールを破損する損害

を与えた。 

71,049円 

 



議案第２号1 

 

議案第２号 

 

監査委員の選任について 
 

 下記の者を、飯田市監査委員に選任したいから、地方自治法（昭和22年法律第67号）第196条第

１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和４年２月24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市内在住 吉田 賢二 



議案第３号1 

議案第３号 

 

人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 
 

 下記の者を、人権擁護委員の候補者として推薦したいから、人権擁護委員法（昭和24年法律第139

号）第６条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和４年２月24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 
 

記 

 

飯田市内在住  尾  幹男 

 

飯田市内在住  古田 數馬 

 

飯田市内在住  前島 園子 

 

飯田市内在住  中村 京子 

 



議案第４号1 

議案第４号 

 

飯田市東野財産区管理委員の選任について 
 

 下記の者を、飯田市東野財産区管理委員に選任したいから、飯田市東野財産区管理会条例（昭

和32年飯田市条例第51号）第３条の規定により、議会の同意を求める。 

 

  令和４年２月24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市内在住 菅沼 雅治 



議案第５号1 

 

議案第５号 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

令和４年２月24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（案） 
 

 職員の育児休業等に関する条例（平成４年飯田市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３号ア(ｱ)を削り、同ア(ｲ)中「特定職に引き続き」を「引き続いて任命権者を同じく

する職（以下「特定職」という。）に」に改め、同ア(ｲ)を同ア(ｱ)とし、同ア(ｳ)を同ア(ｲ)とす

る。 

 第19条第２号中「次のいずれにも該当する」を「勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考

慮して市長が規則で定める」に改め、同号ア及び同号イを削る。 

 第23条を第25条とし、第22条の次に次の２条を加える。 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第23条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産

したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制

度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認する

ための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取

扱いを受けることがないようにしなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第24条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施 

(2) 育児休業に関する相談体制の整備 

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



議案第６号1 

 

議案第６号 

 

資金積立基金条例の一部を改正する条例の制定について 
 

資金積立基金条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

令和４年２月24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

資金積立基金条例の一部を改正する条例（案） 
 

 資金積立基金条例（昭和43年飯田市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 

「 

９ 駐車場事業基金 駐車場事業の健全な運営及び

施設の整備充実を図る。 

市債の償還及び駐車場施設の

整備に要する費用の財源に充

てる。 

10 庁舎建設基金 飯田市役所庁舎の整備を図

る。 

飯田市役所庁舎の整備に要す

る費用の財源に充てる。 

                                          」 

を 

「 

９ 駐車場事業基金 駐車場事業の健全な運営及び

施設の整備充実を図る。 

市債の償還及び駐車場施設の

整備に要する費用の財源に充

てる。 

                                          」 

に、 

「      「 

11 

を 

10 

に改める。 

12 11 

13 12 

14 13 

15 14 

16 15 

17 16 



議案第６号2 

 

18 17 

     」      」 

 

   附 則 

 この条例は、令和４年３月31日から施行する。 



議案第７号1 

 

議案第７号 

 

飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 
 

 飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例の一部を改正する条例を下記のと

おり制定する。 

 

  令和４年２月24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例の一部を改

正する条例（案） 
 

第１条 飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例（平成22年飯田市条例第18

号）の一部を次のように改正する。 

 別表に次のように加える。 

南信濃樋口第１地域振興住宅 飯田市南信濃和田762番地 

南信濃樋口第２地域振興住宅 飯田市南信濃和田762番地 

第２条 飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  別表中 

 「 

下久堅下虎岩第１地域振興住宅 飯田市下久堅下虎岩3031番地14 
 

下久堅下虎岩第２地域振興住宅 飯田市下久堅下虎岩2933番地８ 

 を                                       」 

 「 

下久堅下虎岩第２地域振興住宅 飯田市下久堅下虎岩2933番地８  

                                         」 

 に、 

 「 

上久堅馬場垣外第２地域振興住宅 飯田市上久堅3444番地３ 
 

上久堅馬場垣外第３地域振興住宅 飯田市上久堅3642番地20 

                                         」 

 を 

 「 

上久堅馬場垣外第２地域振興住宅 飯田市上久堅3444番地３  

                                         」 

 に、 



議案第７号2 

 

 「 

三穂伊豆木第１地域振興住宅 飯田市伊豆木4068番地14 

 三穂伊豆木第２地域振興住宅 飯田市伊豆木5308番地１ 

三穂伊豆木第３地域振興住宅 飯田市伊豆木4817番地２ 

                                         」 

 を 

 「 

三穂伊豆木第１地域振興住宅 飯田市伊豆木4068番地14  

                                         」 

 に改める。 

第３条 飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  別表中 

 「 

千代毛呂窪第３地域振興住宅 飯田市千栄2052番地10  

                                         」 

 を 

 「 

千代毛呂窪第３地域振興住宅 飯田市千栄2052番地10  

千代毛呂窪第４地域振興住宅 飯田市千栄4366番地１  

                                         」 

に改める。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は令和４年４月１日から、第３条

の規定は公布の日から起算して６月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行す

る。 



議案第８号1 

 

議案第８号 

 

飯田市市民協働サロン条例の一部を改正する条例の制定について 
 

飯田市市民協働サロン条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

令和４年２月24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市市民協働サロン条例の一部を改正する条例（案） 
 

 飯田市市民協働サロン条例（平成27年飯田市条例第42号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項を削る。 

 第５条第１項中「次の各号のいずれかに該当」を「市民協働サロンの床面の一部又は全部を集

会、上演、公演、展示等を行うことを目的として独占的に利用」に改め、同項各号を削る。 

 別表の１を削り、同表の２中「市民サロン」を「市民協働サロン」に改め、同表の２を同表の

１とし、同表の３を同表の２とし、同表の４を削る。 

 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



議案第９号1 

 

議案第９号 

 

飯田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 
 

飯田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

令和４年２月24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 
 

飯田市国民健康保険税条例（昭和32年飯田市条例第40号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「所得割額並びに」を「所得割額及び」に改める。 

第３条の見出し中「所得割額」を「基礎課税額の所得割額」に改める。 

第５条の見出し中「被保険者均等割額」を「基礎課税額の被保険者均等割額」に改める。 

第５条の２の見出し中「世帯別平等割額」を「基礎課税額の世帯別平等割額」に改め、同条第

１号中「第23条」を「第23条第１項」に改める。 

第６条中「賦課期日の属する年の前年の所得に係る」を削る。 

第13条第１項中「同条」を「その減額後」に改める。 

第23条中「法第703条の５」を「法第703条の５第１項」に、「国民健康保険の被保険者に係る

被保険者均等割額」を「国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額」に、「国

民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額」を「国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の

世帯別平等割額」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初の３月31日以前で

ある被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当該納税義務者に対して課す

る被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割

額（前項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割

額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額を減額して得た額とする。 

 (1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に

応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

  ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 2,475円 

  イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 4,125円 

  ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 6,600円 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 8,250円 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

  ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 1,590円 

  イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 2,650円 

  ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 4,240円 



議案第９号2 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 5,300円 

 第23条の２中「前条の」を「前条第１項の」に、「前条第１号」を「前条第１項第１号」に、

「「総所得金額」」を「「総所得金額及び」」に改め、「次号及び第３号において同じ。）」の

次に「及び」を加える。 

附則第２項中「第23条」を「第23条第１項」に、「法第703条の５」を「法第703条の５第１項」

に改める。 

附則第３項中「第23条」を「第23条第１項」に改める。 

附則第４項中「第23条」を「第23条第１項」に改め、「第35条の２第１項」の次に「、第35条

の３第１項」を加える。 

附則第６項から第13項までの規定中「第23条」を「第23条第１項」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５条の２第１号、第13条第１項、第23条及

び第23条の２の改正規定（「前条の」を「前条第１項の」に、「前条第１号」を「前条第１項

第１号」に改める部分に限る。）並びに附則第２項から第４項まで及び第６項から第13項まで

の改正規定は、令和４年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例（前項ただし書に規定する改正規定に限る。）による改正後の飯田市国民健康保険

税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分ま

での国民健康保険税については、なお従前の例による。 
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議案第10号 

 

飯田市営住宅等条例の一部を改正する条例の制定について 
 

飯田市営住宅等条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

令和４年２月24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市営住宅等条例の一部を改正する条例（案） 
 

 飯田市営住宅等条例（平成22年飯田市条例第17号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中１の表大堤市営住宅の項の前に次のように加える。 

西の原市営住宅 飯田市大休  

 

   附 則 

 この条例は、令和４年６月１日から施行する。 

 



議案第11号1 

 

議案第11号 

 

飯田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定

について 
 

飯田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

令和４年２月24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例（案） 
 

 飯田市消防団員等公務災害補償条例（昭和41年飯田市条例第10号）の一部を次のように改正す

る。 

 第３条第２項ただし書を削る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは

遺族補償を受ける権利については、なお従前の例による。 
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議案第12号 

 

飯田市恒川
ごんが

史跡公園条例の制定について 
 

飯田市恒川史跡公園条例を下記のとおり制定する。 

 

令和４年２月24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市恒川
ごんが

史跡公園条例（案） 
 

（趣旨） 

第１条 この条例は、文化財保護法（昭和25年法律第214号）並びに地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和31年法律第162号）及び地方自治法（昭和22年法律第67号）の規定に基づき、

恒川史跡公園（以下「史跡公園」という。）の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

（設置） 

第２条 史跡公園は、奈良時代及び平安時代に信濃国最南の「伊那郡」を統治していた役所の跡

として文化財保護法第109条第１項の規定により国の史跡に指定された恒川官衙
かんが

遺跡を保存し、 

かつ、その活用を図り、市民の歴史資産に対する理解を深め、もって教育及び文化の向上並び

に地域の振興に資するとともに学習及び交流の拠点とするため、飯田市座光寺4636番地に設置

する。 

 （使用の許可） 

第３条 史跡公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可（以下「使

用許可」という。）を受けなければならない。 

(1) 物品の展示又は販売、募金その他これらに類する行為 

 (2) 業として行う写真又は映画の撮影 

 (3) 興行、競技会、展示会、宗教的行事又は特定の集会その他これらに類する催し 

 (4) 前各号に掲げるもののほか、史跡公園の全部又は一部を占用する行為 

 (5) 火気の使用 

２ 教育委員会は、使用許可に条件を付すことができる。 

３ 使用許可による史跡公園を使用する権利は、譲渡し、貸与し、又は担保に供することができ

ない。 

４ 第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）がその許可を受けた事項を変更しよう

とするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。 

（使用の禁止又は制限） 

第４条 教育委員会は、史跡公園の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められ

る場合又は史跡公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、史跡公園
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を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて史跡公園の利用を禁止し、又

は制限することができる。 

（使用許可の取消し等） 

第５条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、史跡公園の使

用許可を取り消し、又は使用の停止を命じることができる。 

(1) 使用許可に係る使用の目的に反して史跡公園を使用したとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。 

(3) 第３条第２項の規定により付された条件、同条第４項の規定又は第11条の規定に違反した

とき。 

(4) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。 

(5) 第３条の規定に違反したとき、又はそのおそれがあるとき。 

(6) 前２号に掲げるもののほか、史跡公園の管理上不適当であるとき。 

 （使用料の納付） 

第６条 使用者は、市長が発行する納付書により、史跡公園の使用料（以下「使用料」という。）

を納めなければならない。 

２ 前項の規定による納付は、使用許可を受ける際に行わなければならない。ただし、市長が特

に認めた場合は、この限りでない。 

 （使用料の額） 

第７条 使用料の額は、別表に定めるとおりとする。 

 （使用料の減免） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。この

場合において減免する額は、それぞれ当該各号に定める率を、使用料の額に乗じて得た額とす

る。 

(1) 飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、市長が適当と

認めたものが使用する場合 100分の100 

(2) 飯田市が共催する場合 100分の100 

(3) 飯田市が後援する場合 100分の50 

(4) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率 

２ 前項の規定により減免を受けようとする者は、教育委員会が規則で定めるところにより申請

をしなければならない。 

 （使用料の還付） 

第９条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

市長は、その全部又は一部を還付することができる。 

(1) 使用者の責めによらない事由により史跡公園が使用できなくなったとき。 

(2) 使用者が使用しようとする日の５日前までに当該許可の取消しを申し出たことにより当該

使用許可が取り消された場合において、市長が相当の理由があると認めるとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 

（原状回復義務等） 

第10条 史跡公園に入場した者又は使用者（以下「入場者等」という。）は、史跡公園の使用が終

了したとき、又は第５条の規定により史跡公園の使用を取り消され、若しくは史跡公園の使用

の停止を命じられたときは、直ちに、入場者等の負担により史跡公園を使用前の状態に復さな

ければならない。 

２ 入場者等は、その責めに帰すべき事由により公園施設を汚損し、毀損し、又は滅失したとき
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は、教育委員会が指示するところにより、入場者等の負担により公園施設を原状に復し、又は

その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、

この限りではない。 

（遵守事項） 

第11条 入場者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 (1) 史跡公園に所在する建物、敷地、設備又は備品（次条において「公園施設」という。）を

汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。 

 (2) 史跡公園において、他者の使用の妨げになる行為をしないこと。 

(3) 竹木を伐採し、植物を採取し、又は損傷しないこと。 

(4) 土地の形質を変更しないこと。 

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷しないこと。 

(6) 立入禁止区域に立ち入らないこと。 

(7) 所定の場所以外へ車両等を乗り入れ、又は停めないこと。 

(8) 史跡公園をその用途以外に使用すること。 

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が行う史跡公園の管理のための指示に従うこと。 

（補則） 

第12条 この条例に定めるもののほか、史跡公園の管理及びこの条例の施行について必要な事項

は、教育委員会が規則で定める。 

 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

別表（第７条関係） 

行為の区分 使用料 

物品の展示又は販売、募金その他これらに類す

る行為 

１日当たり占用面積１平方メートルにつき

28円 

業として行う写真又は映画の撮影 
１月当たり占用面積１平方メートルにつき

280円 

興行、競技会、展示会、宗教的行事又は特定の

集会その他これらに類する催し 

１日当たり占用面積１平方メートルにつき

65円 

その他史跡公園の全部又は一部を占用する行

為 

１日当たり占用面積１平方メートルにつき

32円 
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議案第13号 

 

飯田市美術博物館条例の一部を改正する条例の制定について 
 

飯田市美術博物館条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

令和４年２月24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市美術博物館条例の一部を改正する条例（案） 
 

 飯田市美術博物館条例（昭和62年飯田市条例第33号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項の表及び別表第１の１の表中「飯田市上郷考古博物館」を「飯田市考古博物館」

に改める。 

別表第２中 

「                「 

飯田市上郷考古博物館 

を 

飯田市考古博物館 

に改める。 
特別展示室 会議室 多目的室 

750円 400円 400円 

1,500円 750円 750円 

              」             」 

   

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第14号 

 

飯田市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について 
 

飯田市立図書館条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

令和４年２月24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市立図書館条例の一部を改正する条例（案） 
 

 飯田市立図書館条例（平成５年飯田市条例第47号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第１号の表に次のように加える。 

飯田市立中央図書館飯田駅前分室 飯田市東和町２丁目35番地 

 第３条を次のように改める。 

（図書館の開館時間及び休館日） 

第３条 図書館（分館を除く。次項において同じ。）の開館時間は、次の各号に掲げる図書館の

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。ただし、飯田市教育委員会（以下「教育

委員会」という。）は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。 

(1) 飯田市立中央図書館 午前９時30分から午後６時まで。ただし、木曜日（国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「休日」という。）に該当する場

合を除く。）については午前９時30分から午後８時までとする。 

(2) 飯田市立中央図書館飯田駅前分室 午前８時30分から午後10時まで 

(3) 地域図書館 午前10時から午後６時まで 

２ 図書館の休館日は、次の各号に掲げる図書館の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日と

する。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時

に休館日を定めることができる。 

(1) 飯田市立中央図書館 月曜日及び毎月第４金曜日並びに12月28日から翌年の１月４日まで 

(2) 飯田市立中央図書館飯田駅前分室 12月29日から翌年の１月３日まで 

(3) 地域図書館 休日、月曜日及び毎月第４金曜日並びに12月28日から翌年の１月４日まで 

 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において、市長が規則で定める日か

ら施行する。 

 



議案第15号1 

議案第15号 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり策定したいから、辺地に係る公共的施設

の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第88号）第３条第１項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

  令和４年２月24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 
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（別紙） 

 

総  合  整  備  計  画  書（案）  

 

                                         長野県飯田市上村 下
しも

栗
ぐり

辺地 

                                    （辺地の人口 85人 面積 21.3k㎡) 

 

１  辺地の概況 

  (1) 辺地を構成する町又は字の名称   上村 

  (2) 地域の中心の位置        飯田市上村下栗1151番地 

  (3) 辺地度点数                    174点 

 

２  公共的施設の整備を必要とする事情 

  下栗辺地は、市中心部から東端に位置し、その中心地は市役所から約30km離れた場所にあり、

南は飯田市南信濃地区と境を接している。面積の大半は山林原野であり、急斜面に僅かな耕地

と人家が点在している地域である。 

  古くは農林業が主な産業であったが、現在は林業等の衰退が進んでおり、その担い手は主に

高齢者である。若年層は市中心部の企業等へ片道約１時間かけて通勤している。 

  南アルプスを眼前にした雄大な眺望や急傾斜地に耕地が広がる景観を目当てに県外からも多

くの観光客が訪れるが、地区内の道路は地域住民の生活道路としても十分に整備されていると

は言えない状況にある。このことから、市内の他地域と比較して日常生活や産業振興を支える

道路環境は低い整備水準にあるといえる。 

  市道上村25号線及び150号線は、下栗辺地の重要な生活道路であり、上村３号線を経由し、上

村自治振興センター及び上村小学校等の公共施設が集中する地域の中心部へアクセスする道路

である。山間地を通る路線であるため狭あいでカーブが多く、地区住民のみならず観光客等の

車両が脱輪するなどの事象が頻繁に発生しているため、当路線の改良を行うことにより、地域

の中心部及び他地区への通行の安全を確保し、利用者の利便性の向上を図る。 

 

３  公共的施設の整備計画 

    令和４年度から令和６年度まで ３年間 

                                      （単位：千円） 

 

施 設 名 事業主体 

区   分 

事 業 費 
財  源  内  訳 一般財源のう 

ち辺地対策事 

業債の予定額 特定財源 一般財源 

市道上村25号線 飯田市 30,000   30,000  30,000  

市道上村150号線 飯田市 10,000  10,000 10,000 

合    計 40,000  40,000 40,000 
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議案第16号 

 

損害賠償の額を定めることについて 
 

下記のとおり、自動車事故による損害を賠償するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

96条第１項第13号の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和４年２月24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

１ 相手方 飯田市内在住者 

 

２ 事故の概要 

令和３年12月16日午後４時５分頃、飯田市鼎中平1961番地の飯田市鼎福祉企業センター敷

地内の駐車場において、飯田市所有の普通貨物自動車が方向転換をしようとした際、当該車両

の後方に駐車していた相手方の普通乗用自動車の右側面に接触し、相手方に損害を与えた。 

 

３ 損害賠償額 390,126円 
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議案第17号 

 

公の施設の指定管理者の指定について（飯田市保健休養施設） 
 

 下記のとおり、公の施設の指定管理者の指定をしたいから、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第244条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和４年２月24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

１ 公の施設の名称 

飯田市保健休養施設 

２ 指定する団体の名称 

飯田高原保健休養地管理組合 

３ 指定の期間 

令和４年４月１日から令和７年３月31日まで 
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議案第18号 

 

市道路線の認定について 
 

 下記の路線を市道に認定するため、道路法（昭和27年法律第180号）第８条第２項の規定によ

り、議会の議決を求める。 

 

令和４年２月24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

整理 

番号 
路  線  名 

起        点 
重要な経過地 

終        点 

１ 松尾353号線 
飯田市松尾上溝 3239 番 ２ 地先から  

飯田市松尾上溝 6291 番 ７ 地先まで 

２ 伊賀良617号線 
飯田市大瀬木 826 番 ２ 地先から  

飯田市大瀬木 825 番  地先まで 

 

 



議案第19号1 

 

議案第19号 

 

   損害賠償の額を定めることについて 

 

 下記のとおり、施設管理の瑕疵
か し

による損害を賠償するため、飯田市水道事業の設置等に関する

条例（平成５年飯田市条例第82号）第７条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和４年２月24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

１ 相手方 飯田市内在住者 

 

２ 事故の概要 

  令和３年12月６日午後１時30分頃、飯田市銀座２丁目11番付近の市道通り町主税町線に埋設

されている水道管からの漏水により、相手方が所有する店舗の施設及び設備に損害を与えた。 

 

３ 損害賠償額 977,680円 



議案第20号 

 

 

令和３年度飯田市一般会計補正予算（第13号）案 
 

 

  令和３年度飯田市の一般会計補正予算（第13号）は、次に定めるところによる。 

  

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,627,130千円を追加し、歳入歳出予算の総額を   

歳入歳出それぞれ55,842,112千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金 

額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

令和４年２月24日提出 

 

 

飯田市長  佐 藤 健 

 

－1－



－2－



－3－



－4－



－5－



－6－



－7－



第２表  繰越明許費補正 

１ 追 加 

款 項 事 業 名 金 額 

２ 総務費 

１ 総務管理費 

 

地域振興住宅整備事業 

千円 

20,492  

情報管理事業 2,716  

情報セキュリティ対策事業 35,756  

リニア推進事業 20,821  

リニア駅周辺整備事業 233,093  

リニア代替地整備事業 250,308  

３ 戸籍住民基本台

帳費 
社会保障・税番号制度事業 4,400  

３ 民生費 

１ 社会福祉費 

ふれあいの郷管理運営事業 473  

障害者グループホーム等整備事業 6,080  

老人福祉一般経費 8,371  

介護医療院整備補助事業 248,640  

２ 児童福祉費 民間保育所等施設整備事業 117,915  

５ 労働費 １ 労働諸費 勤労者福祉センター管理事業 1,140  

６ 農林水産業費 

１ 農業費 

意欲ある農業者支援事業 32,497  

国土保全特別対策事業 26,884  

２ 林業費 

林道開設事業 36,004  

林道改良事業（補助） 66,323  

７ 商工費 １ 商工費 

まちなかインフォメーションセンタ

ー管理事業 
11,103  

観光施設整備事業 27,402  

名勝天龍峡整備事業 4,140  

－8－



款 項 事 業 名 金 額 

８ 土木費 

２ 道路橋りょう費 

除雪事業 7,790  

防災・安全交付金事業（道路整備） 50,000  

防災対策避難路整備事業 12,000  

生活関連道路整備事業 4,400  

国県道対策関連道路改良事業 7,797  

県道関連事業 7,446  

橋りょう耐震整備事業 20,677  

３ 河川費 

河川自然災害防止事業 26,620  

排水路整備事業 2,000  

９ 消防費 １ 消防費 住宅倒壊防止対策事業 1,000  

10 教育費 

２ 小学校費 小学校教育振興事業 21,600  

３ 中学校費 中学校教育振興事業 11,250  

５ 社会教育費 公民館改修事業 12,077  

11 災害復旧費 

１ 農林水産施設災

害復旧費 

現年発生農地補助災害復旧事業 6,952  

現年発生農業施設等単独災害復旧事

業 
21,505  

２ 公共土木施設災

害復旧費 
現年発生土木施設単独災害復旧事業 10,696  
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２ 変 更 

款 項 事 業 名 
金    額 

補 正 前 補 正 後 

８ 土木費 

２ 道路橋りょう費 

防災・安全交付金事業（通

学路安全対策） 

千円 

200,000  

千円 

220,000  

社会資本整備総合交付金

事業（道路整備） 
88,000 247,500 

道路メンテナンス事業 6,000 44,000 

４ 都市計画費 
都市公園長寿命化対策事

業 
18,000 33,400 

10 教育費 ５ 社会教育費 文化会館管理事業 346 12,446 

11 災害復旧費 
２ 公共土木施設災

害復旧費 

現年発生土木施設補助災

害復旧事業 
31,669 105,912 

 

 

第３表  債務負担行為補正 

 １ 変 更 

事        項 補正前の限度額         補正後の限度額         

過年発生土木施設補助災害復旧事業 
千円 

       367,800 

千円 

      435,000 

 

 

第４表  地方債補正 

  １  追 加 

起  債  の  目  的 限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

  千円  

 

 

 

  普通貸借 

  又    は 

  証券発行 

 

 

 

4.5％以内 

 （ただし、利 

 率見直し方式 

については、 

当該見直し後 

の利率） 

  政府資金及び地方 

公共団体金融機構資 

金についてはその融 

通条件により、銀行 

その他の場合にはそ 

の債権者と協議する。 

  ただし、市財政の 

都合により据置期間 

及び償還期限を短縮 

し、又は繰上償還若 

しくは借換えするこ 

とができる。 

 

過疎地域自立促進基金債 

 

9,200 

－10－



  ２  変 更 

起   債   の   目   的 補正前の限度額         補正後の限度額         

自治振興事業費 

千円 

23,500   

   

千円 

24,400   

   

林道事業費 50,800 80,300 

産業用地整備事業費 25,500 23,200 

道路橋りょう整備事業費 631,300 587,900 

街路事業費 86,600 124,000 

公営住宅整備事業費 134,000 101,700 

計 5,177,600 5,176,600 

 

－11－



－12－



－13－



－14－



－15－



－16－



－17－



－18－



－19－



－20－



－21－



－22－



－23－



－24－



－25－



－26－



－27－



－28－



－29－



－30－



－31－



－32－



－33－



－34－



－35－



－36－



－37－



－38－



－39－



－40－



－41－



附表1

補正予算給与費明細書

２　一　般　職

（１）総　括

ア　常勤の職員 （単位：千円）

イ　アに係る給料及び職員手当の増減額の明細

職員の異動等に係る増加分

給与条例第12条～第16条

(2) 住居手当 給与条例第16条の２～第16条の５

(3) 通勤手当 給与条例第17条～第18条

(4) 時間外勤務手当 給与条例第20条

(5) 退職手当 職員の退職手当に関する条例

(6) 単身赴任手当 給与条例第18条

区　　分 職員数（人）
給　　　　与　　　　費

共済費 合　計
給　料 職員手当 計

5,907,097

補正前 723 2,722,204 2,028,234 4,750,438 922,859 5,673,297

補正後 723 2,738,204 2,240,034 4,978,238 928,859

233,800

区　分 扶養手当

補正後

比　較 0 16,000 211,800 227,800 6,000

職
員
手
当
の
内
訳

78,286

補正前 78,086

比　較 200

区分 増減額
（千円）

増減事由別内訳
（千円）

備　　　考

200(1) 扶養手当

説　　　明

給
料

その他の
増加分

職員の異動等に係る増加分16,000

職
員
手
当

211,800
その他の
増加分

16,000

211,800

住居手当 通勤手当
時間外勤務
手　　　当

単身赴任手当退職手当

400

400

0

400

34,933

34,433

500

35,100

34,900

200

585,031

384,031

201,000

306,154

296,654

9,500

500

200

9,500

201,000

－42－



ウ　会計年度任用職員 （　）内はパートタイム会計年度任用職員（外数） （単位：千円）

エ　ウに係る給料及び職員手当の増減額の明細

人

備　　　考

パートタイム会計年度任用職員数の状況
 令和４年３月31日

685

区分 増減額
（千円）

増減事由別内訳
（千円）

説　　　明

報
　
　
酬

136

マイナン
バーカード
普及促進事
業による人
員増

136
パートタイム会計年度任用職員
分

1,770,608
( 684 )

比　較
 0 

136 0 0 136 0 136
( 1 )

246,237 1,770,744
( 685 )

補正前
 131 

1,132,868 215,277 176,226 1,524,371 246,237

補正後
 131 

1,133,004 215,277 176,226 1,524,507

区　　分 職員数（人）
給　　　　与　　　　費

共済費等 合　計
報酬 給　料 職員手当 計

－43－



附表２    債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る も の
   又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 令 和 ３ 年 度 以 降

補正前

補正後

千円 年度 千円 

事                項 限    度    額
令和３年度以降の支出予定額

期    間 金        額

過年発生土木施設補助災害復旧
事業

367,800 3～4 367,800

435,000 3～5 435,000

－44－



 に つ い て の 令 和 ２ 年 度 末 ま で の 支 出 額
 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書 補 正

千円 

地    方    債

千円 千円 千円 

左        の        財        源        内        訳

国 県 支 出 金

特          定          財          源

そ    の    他
一  般  財  源

245,322 110,200 12,278

290,145 130,200 14,655

－45－



附表３

１. 636,500 3,004,200 △ 1,000 3,003,200 3,639,700

(1) 総 務 280,300 336,100 10,100 346,200 626,500

(5) 農 林 44,400 120,100 29,500 149,600 194,000

(6) 商 工 230,000 △ 2,300 227,700 227,700

(7) 土 木 274,600 821,900 △ 6,000 815,900 1,090,500

(8) 公 営 住 宅 134,000 △ 32,300 101,700 101,700

744,500 5,177,600 △ 1,000 5,176,600 5,921,100

地 方 債 の 令 和 元 年 度 末 に お け る 現 在 高
令 和 ３ 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み

    令  和  ３  年  度  中   増    減    見    込    み

区        分     令  和  ３  年  度  中   起    債    見    込    額

繰越事業費分 補正前の額 補  正  額 補正後の額

千円 千円

計

千円 千円

普 通 債

千円

合　　　　計
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21,044,457 △ 1,000 21,043,457

4,333,268 10,100 4,343,368

1,208,495 29,500 1,237,995

735,892 △ 2,300 733,592

5,674,087 △ 6,000 5,668,087

717,614 △ 32,300 685,314

42,473,982 △ 1,000 42,472,982

並 び に 令 和 ２ 年 度 末 及 び
に 関 す る 調 書 補 正 あ あ あ

令 和 ３ 年 度 末 現 在 高 見 込 額

補正前の額 補  正  額 補正後の額

千円 千円 千円

－47－





議案第21号 

令和３年度飯田市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案 

  令和３年度飯田市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条  事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 373,652千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 9,525,141千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  

は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

  令和４年２月 24日提出 

飯田市長  佐 藤 健 

国保補1



事業勘定

国保補2



事業勘定

国保補3



国保補4



国保補5



事業勘定

国保補6



事業勘定

国保補7



国保補8



国保補9



事業勘定

国保補10



事業勘定

国保補11



事業勘定

国保補12



事業勘定

国保補13



国保補14



国保補15



国保補16



国保補17





議案第22号 

令和３年度飯田市介護保険特別会計補正予算（第２号）案 

  令和３年度飯田市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 111,808千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ 12,139,879千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和４年２月 24日提出 

 飯田市長  佐 藤 健

介保補1



介保補2



介保補3



介保補4



介保補5



介保補6



介保補7



介保補8



介保補9



介保補10



介保補11



介保補12



介保補13



介保補14



介保補15



介保補16



介保補17





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

議案第23号 

 

令和３年度飯田市病院事業会計補正予算（第３号）案 

 

第１条 令和３年度飯田市病院事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

第２条 令和３年度飯田市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入

及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

    (科  目）     （既決予定額）    （補正予定額）     （計） 

収        入 

  第１款 病院事業収益       13,890,414千円      341,627千円        14,232,041千円 

  第１項 医業収益     12,688,000千円    △106千円    12,687,894千円 

第２項 医業外収益    1,202,414千円   341,733千円     1,544,147千円 

支        出 

  第１款 病院事業費用       14,234,000千円      281,800千円        14,515,800千円 

  第１項 医業費用     14,069,000千円   277,000千円    14,346,000千円 

  第２項 医業外費用     165,000千円    4,800千円      169,800千円 

第３条 予算第４条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「832,019千円」を

「845,345千円」に、過年度分損益勘定留保資金「832,019千円」を「845,345千円」に改め、資本

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   (科  目）     （既決予定額）    （補正予定額）     （計） 

収        入 

  第１款 資本的収入     1,550,759千円     △13,241千円         1,537,518千円 

  第２項 出資金       335,100千円   △13,400千円      321,700千円 

  第３項 補助金               64,159千円          159千円      64,318千円 

支        出 

  第１款 資本的支出          2,382,778千円           85千円         2,382,863千円 

  第２項 企業債償還金    1,102,112千円        85千円     1,102,197千円 

 

      令和４年２月24日提出 

 

                                        飯田市長 佐 藤 健 

病院補1



千円 千円 千円

１ 病院事業収益 13,890,414 341,627 14,232,041

１ 医 業 収 益 12,688,000 △ 106 12,687,894

３ その他医業収益 790,000 △ 106 789,894

２ 医業外収益 1,202,414 341,733 1,544,147

２ 他会計負担金 406,012 34,886 440,898

４ 他会計補助金 290,995 35,342 326,337

６ 県補助金 326,414 259,505 585,919

９ その他医業外収益 47,000 12,000 59,000

千円 千円 千円

１ 病院事業費用 14,234,000 281,800 14,515,800

１ 医 業 費 用 14,069,000 277,000 14,346,000

２　材料費 3,030,000 265,000 3,295,000

３　経費 1,837,000 12,000 1,849,000

２ 医業外費用 165,000 4,800 169,800

４　消費税 26,800 4,800 31,600

千円 千円 千円

１ 資本的収入 1,550,759 △ 13,241 1,537,518

２ 出 資 金 335,100 △ 13,400 321,700

１　出資金 335,100 △ 13,400 321,700

３ 補 助 金 64,159 159 64,318

１　国庫補助金 0 159 159

資本的収入及び支出
収　　　入

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

支　　　出

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

令和３年度飯田市病院事業会計補正予算（第３号）実施計画

収益的収入及び支出
収　　　入

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　考
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千円 千円 千円

１ 資本的支出 2,382,778 85 2,382,863

２ 企業債償還金 1,102,112 85 1,102,197

１　企業債償還金 1,102,112 85 1,102,197

支　　　出

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　考
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千円 千円 千円

　１　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　当年度純利益 △ 491,586 59,827 △ 431,759

　　未払金の増減額 166,824 14,270 181,094

　　小計 948,774 74,097 1,022,871

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 910,774 74,097 984,871

　２　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　国庫補助金による収入 0 159 159

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,153,580 159 △ 1,153,421

　３　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　企業債の償還による支出 △ 1,102,112 △ 85 △ 1,102,197

　　他会計からの出資による収入 335,100 △ 13,400 321,700

　　財務活動によるキャッシュ・フロー 384,488 △ 13,485 371,003

　資金増減額 141,682 60,771 202,453

　資金期末残高 4,046,110 60,771 4,106,881

令和３年度飯田市病院事業会計補正予算（第３号）予定キャッシュ・フロー計算書

（令和３年４月１日から令和４年３月31日まで）

区　　　　　分 補正前の額 補　正　額 計
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議案第24号 

 

令和３年度飯田市各財産区会計補正予算（第２号）案 

 

 

  令和３年度飯田市の各財産区会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 271千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ 67,110千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額 

  は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

 

      令和４年２月 24日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 
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